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平成23年９月９日 

 

 

各 位 

 

会 社 名 パラマウントベッド株式会社   

代表者名    代表取締役社長 木村 恭介 

（コード番号 ： 7960  東証第一部） 

問合せ先 執行役員総務部長 北原 義春 

 （TEL．03 – 3648 - 1111） 

 

 

株式交換効力発生後の定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、パラマウントベッドホールディングス株式会社（以下「パラマウ

ントベッドホールディングス」といいます）との間で締結いたしました平成23年２月４日付株式交換契約

（以下「本株式交換契約」といいます）に基づき当社をパラマウントベッドホールディングスの完全子会社

とする株式交換（以下「本株式交換」といいます）が実施された場合には、譲渡による当社株式の取得につ

き当社取締役会の承認を要する旨の定めを設ける定款変更案を、本株式交換の効力発生後の当社株主に対し、

平成23年10月１日に提案することを決議しましたので、お知らせします。 

なお、この定款変更は本株式交換の効力発生後に実施されることとなりますので、本株式交換の効力発生

までは当社株式の譲渡が制限されることはありません。 

 

 

１．定款変更の目的 

本株式交換契約に基づき本株式交換が実施される際には、当社株式は東京証券取引所において所定の措

置を経た上で上場廃止になるとともに、本株式交換の効力発生日である平成 23 年 10 月１日以降は、当社

の株主は当社の完全親会社となるパラマウントベッドホールディングスのみとなる予定です。したがいま

して、本株式交換が実施され、当社がパラマウントベッドホールディングスの完全子会社となった後の当

社株式の管理を目的に、譲渡による当社株式の取得に関して取締役会の承認を要する旨の定めを設けるも

のであります。 

なお、上記の定款変更案は、本株式交換が実施された場合にのみ提案することとしておりますので、本

株式交換契約が解除又は変更され、平成 23 年 10 月１日以降も皆様が引き続き当社株式を保有される場合

には、上記の定款変更により、当社株式の譲渡が制限されることはありません。 

 

２．定款変更の内容 

（下線は変更部分） 

現  行  定  款 変  更  案 

第１条 

 ∫    （条文省略） 

第６条 

（新設） 

 

 

第７条 

 ∫    （条文省略） 

第39条 

第１条 

 ∫   （現行どおり） 

第６条 

第７条（株式の譲渡制限） 

譲渡による当会社の株式の取得については、

取締役会の承認を要する。 

第８条 

 ∫   （現行どおり） 

第40条 
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３．日程 

定款変更の効力発生日   平成23年10月１日（日） 

 

なお、上記の定款変更案は、本株式交換の効力発生後、パラマウントベッドホールディングスのみが当社

株主となった時点で、同社の書面による同意により、株主総会における決議を省略して承認されることが予

定されており、この承認をもって定款変更の効力が発生することとなります。 

 

以 上 


